
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次 

日南市男女共同参画基本計画 

          （概要版） 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 第２次日南市男女共同参画基本計画策定の趣旨  

本市では、すべての人の人権が尊重され、お互いが責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮

し、自分らしくのびやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現を目指します。 

社会情勢の変化、市民の意識等を踏まえ新たに長期的な観点に立った取組を進めていくため「第２

次日南市男女共同参画基本計画」を策定します。 

この計画の期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間とします。ただし、国内外の動向

や社会情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

２ 計画の性格・位置づけ  

（１）男女共同参画社会基本法第１４条第３項において規定されている「市町村男女共同参画基本計

画」として位置づけます。 
（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく市町村推進計画（以下

「女性活躍推進計画」という。）、及び「日南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計 

画」として位置づけます。 
（３）「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された国際目標である SDGｓ（持続可

能な開発目標）に掲げられた１７目標のうち「目標５ジェンダー平等の実現」を踏まえた施策とし

て取り組みます。 

（４）前計画の成果を引き継ぎながら、日南市男女共同参画社会づくり審議会からの提言、市民意識調

査の結果及び、ホームページ等を利用したパブリックコメントなど、市民の意見を尊重して策定し

ました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ ｢日南市男女共同参画社会づくり条例｣の基本理念  

（１）すべての人の人権の尊重 

   性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会を確保し、すべて

の人の人権を尊重しましょう。 

（２）社会における制度や慣行についての配慮 

     「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、すべての人

が社会における様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょう。 

（３）意志の形成や決定に参画する機会の確保 

     すべての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意志の形成や決定に、共同し

て参画する機会を確保しましょう。 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

     すべての人がお互いの協力と社会の支援の下、子育てや介護などの家庭生活と、学習、仕事及

び地域活動等が両立できるようにしましょう。 

（５）すべての人の生涯にわたる健康への配慮 

     すべての人がお互いの身体の特徴を理解し、その性を尊重するとともに、生涯にわたり心身と

もに健康な生活を営むことができるようにしましょう。 

（６）あらゆる分野における教育・学習の機会の確保 

     すべての人の生涯にわたり、あらゆる分野の教育において、男女共同参画社会に関する教育・

学習の機会を確保しましょう。 

（７）国際的な取組との協調 

     国際社会における取組と密接な関係を保ち、国際理解及び国際協力の下に男女共同参画の推進

が行われるよう配慮しましょう。 

 

 

 

 



基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり       

重点目標Ⅰ－１ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革  

施策の展開 

１ 男女共同参画に対する社会全体の意識の醸成 

     ・男女共同参画社会づくりに関する講演会の開催 

２ 男女共同参画社会づくりについての関心と理解を促進する広報・啓発の推進 

     ・男女共同参画社会に関する記事掲載等の情報発信・情報提供 

 

重点目標Ⅰ－２ 男女共同参画を推進する学習・教育環境の整備  

施策の展開 

１ 教育現場における男女共同参画に関する教育・学習の推進 

    ・いのちの教育の推進 

    ・男女共同参画に対する若い世代からの意識の醸成 

２ 保護者や教職員を対象とした男女共同参画に関する教育・学習機会の提供 

     ・保護者や教職員を対象とした研修会等の実施 

   ３ 広く市民を対象とした男女共同参画に関する学習の推進 

     ・あらゆる分野における学習機会の充実 

 

重点目標Ⅰ－３ すべての人の人権の尊重  

施策の展開 

   １ 性別等にかかわる差別の排除 

     ・人権意識の高揚、差別意識の解消につながる広報・啓発の推進 

     ・人権擁護等の相談・支援体制づくり 

２ 個人の人権を侵害するあらゆる形態の暴力の根絶 

・性別に起因するあらゆる形態の暴力を容認しない社会づくりに向けて教育・啓発の

推進 

・あらゆる場におけるセクシャルハラスメントの防止対策の推進 

 

指標項目 
基準値 目標値 

年度 数値 年度 数値 

Ⅰ-1 男女共同参画に関する言葉の認知度 R1 44.2％ R7 60.0％ 

Ⅰ-１ 社会全体での男女の地位は平等になっていると感じる人の割合 R1 20.8％ R7 30.0％ 

Ⅰ-1 性別による固定的役割分担の考え方に反対する人の割合 R1 30.3％ R7 50.0％ 

Ⅰ-２ 年 1回以上の保護者や教職員を対象とした研修会等実施学校数 R1 １３校 R7 ２４校 

Ⅰ-２ 「いのちの教育（性に関する教育）」実施学校数 R1 ０校 R7 ２４校 

Ⅰ-２ 市民を対象とした講演会の開催 R1 ０回 R7 ２回 

Ⅰ-２ 中学生の男女共同参画に関する言葉の認知度 R1 ― R7 ８０％ 



基本目標Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍 【女性活躍推進計画】 

重点目標Ⅱ－１ 政策・方針決定過程における女性参画の促進  

施策の展開 

 １ 行政分野における女性の参画拡大を図る取組の推進 

      ・審議会等委員への女性の登用推進 

      ・市における管理職への女性の登用推進 

 

重点目標Ⅱ－２ 働く場における男女共同参画の推進  

施策の展開 

１ 雇用分野における女性の参画拡大を図る取組の支援 

     ・女性の能力開発とキャリアアップに向けた支援の充実   

 

重点目標Ⅱ－３ 農林水産業・商工業の分野における男女共同参画の確立  

施策の展開 

１ 農林水産業・商工業の分野における女性の参画拡大を図る取組の支援 

     ・女性グループ等への活動支援 

      ・家族経営農家における家族経営協定の推進 

 

重点目標Ⅱ－４ 地域社会における男女共同参画の促進  

施策の展開 

１ 地域社会における団体・組織の方針決定への女性の参画拡大を図る取組の支援 

      ・幅広い分野からの女性人材の育成・確保 

     ・様々な分野への女性の参画を促進するための学習・研修会の実施 

     ・自治会やまちづくり協議会における女性参画に向けた取組の支援 

２ 防災分野における女性の参画拡大を図る取組の推進 

     ・防災に関する施策・方針の決定や、事業実施のリーダーの育成など、あらゆる場面

での女性活躍の推進 

・すべての人の人権を尊重した、避難所での安全・安心の確保の取組 

     ・男女共同参画による災害対応をテーマの一つとした防災講話の実施 

 

重点目標Ⅱ－５ 仕事と家庭・地域生活を両立するための支援体制の整備  

施策の展開 

１ 仕事と家庭生活の両立のための雇用環境の整備 

・仕事と家庭の両立の支援と働き方の見直し 

 



指標項目 
基準値 目標値 

年度 数値 年度 数値 

Ⅱ-１ 審議会等の女性の構成比率 R1 30.0％ R7 35.0％ 

Ⅱ-１ 男女いずれかの委員のみで構成する審議会等の解消 R1 ４審議会 R7 ０ 

Ⅱ-１ 日南市女性人材バンク登録者数 R1 ２２人 R7 ２７人 

Ⅱ-１ 市役所における女性管理職の割合 R1 9.8％ R7 20.0％ 

Ⅱ-２ 
市内事業所における女性管理職等の割合（指定工場

調査） 
R1 ― R7 18.0％ 

Ⅱ-２ えるぼし認定企業 R1 ― R7 ２社 

Ⅱ-３ 家族経営協定締結農家数 R1 161戸 R7 171戸 

Ⅱ-４ 
自治会長・各種団体を対象とした男女共同参画に関

する講演会・講座等の開催 
R1 ０回 R7 ３回 

Ⅱ-４ 女性自治会長の数（女性人数/全体人数） R1 3/153 R7 4/153 

Ⅱ-４ 
男女共同参画による災害対応をテーマの一つとした防

災講話の実施回数 
R1 １３回 R7 ３０回 

Ⅱ-４ 女性消防団員数 R1 ２０人 R7 ２２人 

Ⅱ-５ 市役所における男性の育児休業の取得率 R1 12.5％ R7 14.3％ 

Ⅱ-５ 男性の育児休業取得率（指定工場調査） R1 ― R7 10.0％ 

Ⅱ-５ 職場で平等と感じる人の割合 R1 23.5％ R7 30.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせるための社会づくり  

重点目標Ⅲ－１ 生活上の困難をかかえる人々が安心して暮らせる環境の整備  

施策の展開 
１ 高齢者・障がい者の生活や社会参画に対する支援の充実 

・障がい者支援への生活の相談・支援 

・高齢者への支援 

２ ひとり親家庭への支援の充実 

・ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施 

   ３ 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実 

・子育て世代への支援 

・介護に係る支援策の充実 

重点目標Ⅲ－２ 生涯にわたる健康支援  

施策の展開 

１ 生涯にわたる健康の包括的支援 

・健康の保持増進のための取組の推進 

・性と妊娠・出産等に関する権利に対する意識の浸透・支援 

 

 

 

指標項目 
基準値 目標値 

年度 数値 年度 数値 

Ⅲ-１ 高齢者クラブの会員数 R1 2,795人 R7 2,863人 

Ⅲ-１ 地域子育て支援拠点施設数 R1 ４箇所 R7 ４箇所 

Ⅲ-１ 一時預かり実施施設数 R1 １８箇所 R7 １７箇所 

Ⅲ-１ 病児・病後児保育実施施設数 R1 ２箇所 R7 ４箇所 

Ⅲ-１ ファミリーサポートセンター会員数 R1 290人 R7 320人 

Ⅲ-１ 放課後児童クラブ実施教室数 R1 ２３教室 R7 ２４教室 

Ⅲ-１ 延長保育実施施設数（早朝を含む） R1 １３箇所 R7 １４箇所 

Ⅲ-２ 特定検診受診率  R1 41.3％ R7 60.0％ 

Ⅲ-２ 子宮がん検診受診率 R1 21.6％ R7 対前年度増 

Ⅲ-２ 乳がん検診受診率 R1 24.3％ R7 対前年度増 

 

 

 

 

 

 



基本目標Ⅳ DV を許さない社会づくり  

日南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画  

  「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に 

基づく市町村計画として策定する。 

 

目指すべき姿『暴力を許さない、だれもが安心して暮らせる社会』 

 

重点取組 1 暴力を許さない意識づくり 

     １ 暴力を許さない人権教育・啓発の推進 

     ２ DV について正しい理解の促進 

     ３ 暴力に頼らない問題解決の能力形成を図るための教育・啓発の推進 

     ４ デート DV の防止に向けた教育・啓発の推進 

 

重点取組２ 安心して相談できる体制の確立 

     １ 相談体制の整備と充実 

     ２ 早期発見・未然防止の取組 

３ 被害者の立場に立った関係機関との連携の強化 

 

重点取組３ 被害者の安全と安心の確保 

     １ 被害者の保護と安全の確保 

     ２ 被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用 

     ３ DV のある家庭に育つ子どもへの支援 

     ４ 支援者の安全確保 

 

重点取組４ 被害者の自立支援の充実 

     １ 安定した暮らしを守るための経済的支援 

     ２ 安定した暮らしを守るための生活的支援 

３ 住宅確保のための支援 
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